
 

 

区長報告第１７号                   【総務部総務課】 

 専決処分について（損害賠償額の決定） 

 

 

 本件は、土木作業車の交通事故の損害賠償額の決定について専決処分しまし

たので、報告するものです。 

 

 【専決処分をした日（損害賠償額を決定した日）】 

  令和６年１０月３１日 

 

 【概要】 

  令和６年６月１８日、港区新橋四丁目５番の特別区道第１，０１３号線道路上において、

区の土木作業車が交差点付近に停車していたところ、特別区道第１，００５号線から特別

区道第１，０１３号線方面に右折してきた相手方の普通乗用自動車が土木作業車に衝突し、

相手方自動車の前部左側のバンパー等が損傷した交通事故に伴う損害賠償です。 

 

 【損害の状況及び損害額】 

  相手方自動車の前部左バンパー等が損傷しました。これに伴う損害額は、次のとおりで

す。 

  相手方：１，０７５，６６０円 

 

 【責任の割合】 

  区：１０％  相手方：９０％ 

 

 【損害賠償額】       【事故状況図】 

  １０７，５６６円 

  

 

右折した相手方自動車が、 

交差点付近に停車していた 

土木作業車に衝突しました。 
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